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持の態度であったといえる。

社民党がここで自由党にいささか「貸し」を作

ったのは、定期的な総選挙が来年9月に追ってお

り、最近の世論調査では社民党の復権は確実視さ

れていること、また近年、社民党は単独で議席の

過半数はとれず、国会対策としては共産党の協力

を得て合計議席として過半数となる仕組みであっ

たが、もし来年9月以後、自由党の協力を得られ

るとすれば社民党の国会対策は大いに安全となる

こと、そして今回の「貸し」が今後の自由党の社

民党への協力の呼び水となることを社民党は期待

したわけである。

そして今回の政局の風向きに対して、共産党が

反対を唱えたことも当然わかるのである。今後

は、共産党は折にふれてキャスティング・ヴオー

トをちらつかせることができなくなるかもしれな

前号既報の通り、既に完工して「火入れ」を待

つばかりの 2つの原子炉に関し、最後の決断を迫

られていた中央・自由・穏健の連立三党は、そ

の当否をめぐる政治的調節に失敗して、ついに

Falldin首相は 10月5日、 HenryAllard国会議

長に辞表を提出した。

2年前に44年ぶりにやっと出現した 「非社会主

義」政権を、かくも早々と投げ出すにu、たらしめ

た直接の契機は、問題解決の最後の鍵を国民投票

に求めようとする FaIldin首相の切札に対し、自

由党も穏健党もそれを拒否した事態である。

そこで Allard議長を中心に諸党聞の政治折衝

が1週間続いたが、結局13日の国会で Ullsten自

由党々首(前内閣での副総理〉が新首相として認

められた。

国会での投票結果は、賛成39(これは国会での
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いからである。
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自由党議席数に同じ〉、反対66(穏健党議席55、

共産党議席17、合計72)、棄権及び欠席244(穏

健・共産両党よりの 6名、社民党議席 152、中央

党86、合計244となる〉であった。

表決では反対票が賛成票を上回ったが、スウェ

ーデン憲法では総議席の過半数が反対し なけれ

ば、新首相は承認されたことになるのである。し

たがって社民党が欠席と決めたことは、消極的支



もし今回の政変を機会に、社民・自由両党協力

の風が今後にも吹き続くとすれば、中央・自由・

穏健三党による「非社会主義」連立内閣の構想、は

撞花一朝の夢となり、穏健党は再び万年野党にな

り下るであろう。それゆえ、穏健党が「反対」を

唱えたのもよくわかるのである。

中央党が欠席して消極的「支持」の立場をとっ

たことは、これ以上政局の混迷を避けることを前

首相の責任と感ずる Falldin党首の意向によるも

のでもあろうし、また近年の政局の因縁において

も、自由党と中央党とは比較的ウマが合っていた

のである。

さてつぎに、政治史における今回の政変の意義

を一考してみるならば、もし社民・自由両党の協

力が来年9月の総選挙以後も継続し、今回の政変

がその協力への媒介となるものだとするならば、

「社会主義」対「自由主義」というようなイデオ

ロギ一対立で政党が分別された段階から「脱イデ

オロギーJ r両極からの収飲」の段階へと旋回す

るその旋回点の意義をここに見るべきであろう。

そして「脱イデオロギー」は福祉国家段階本来の

現象なのであろう。

Ola Ullsten新首相は47歳、スウェーデン北部

Umeaの生まれ、 1950年代後半から政界に入り、

1965年以降国会議員、禁酒運動に積極的で、本年

はじめ前党首 PerAhlmarkの後を継いで自由党

々首、同時に前内閣の副総理・国際開発相であっ

た。

新内閣は純自由党内閣であり、前内閣々僚であ

った中央党・穏健党所属の合計14人は内閣から去

った。新J盟企揖?ムえ匡且J 血盟主りーもユ人多

く6人を数える。これは新首相当初の希望数より

も若干減少したのであるが、男女平等の推進は

Ullst-en首相の特徴のひとつである。

新閣僚のうち、注目される 1つは、工業相Erik

Huss氏、 64歳で彼は以前日刊 DagensNyheter 

紙の常務理事や一地方銀行の会長も勤め、また

Gりteborgの州知事でもある。入閣した彼を待つ

のは国会に提出を急がれている造船計画(および

その予算〉で、イエテボJレイ知事としての知識経

験が期待されている。

10月18日(水〉午前10時、 Ullsten首相は「政

府宣言」を読みあげ、新閣僚を国会に披露する。

そのあと全閣僚は王宮に行き、国務大臣として国
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王に謁見、午饗を賜る。午後、各閣僚は記者会見

をし、そのあと所管事務の引継ぎを行なう、と U、

う日程であった。

まず首相の 「政府宣言」の要旨を記すとつぎのよ

うである。この宣言は、前内閣の三党連立の「宣

言」に比べると一層原則論的であるが、新首相

は、前内閣の政策を補完充実し、併せて国会にお

いては社民党との協力を予定する、というのであ

る。 r宣言」はとくに重点項目として経済、男女

平等、雇用、医療保健、外交、エネルギ一政策、

課税問題をとりあげる。

外交政策に関しては、依然として確固不動であ

り、それは世界における自由と正義のための積極

的活動と結合せねばならぬと説く。また開発途上

国援助は増大し、意識的な対外援助外交が形成さ

れる、と述べた。

「宣言」の結びはつぎのようである。

「国会において多数を制していない現政府の現

状では、予算の取扱いに関して修正提案の諸政党

の色彩が加わり、それ自体は重要な事柄ではある

が、全体としては支出過剰となりやすい。それゆ

え政府と国会とは、今後の予算の取扱いに関して

はスウェーデン経済に対する責任の線を十分に織

込むべきことを、政府は強調したい0 ・ー…上記の

見地に立って、全国民の利益に合致した解決策を

求めて、政府は努力する。政府も国会も、緊密で

信頼のある協力によって、国に対する共同の責任

を負わねばならない」というのであった。

つぎに当日の記者会見の中から注目すべきもの

として、調節相兼エネノレギー相となった Carl

Tham氏の要旨を拾うことにする。氏は、 2つ (

の完工した原子炉の取扱いに関しては、安全性の

検査結果に従うという前内閣の方針を適用する。

論議の多い廃棄物埋蔵のための岩石層掘削検査に

ついても同様である。エネノレギ一政策に関する政

府決定の前に、政府は他の諸政党と十分に協議

し、広い意味で、のエネlレギ一政策による問題解決

に努める、長距離目標としては他のエネルギー源

開発により、石油にも原子力にも依存する度合い

を低めることである、と述べた。

そして政府のエネノレギ一政策およびその予算は、

今冬、国会に提案されることになっている。



スウェーデンにおける土地取得法について

About the Land Acquirement Law in Sweden 

土地を取得し得るものは、そこに住んで使用す

るものに限る。これは北欧人の土地取得に関する

基本概念である。ところがスウェーデンの現状

は、この理想にほど遠くいろいろな問題を起して

いる。親族聞の土地所有権の移転によって、所有

者の住まない土地や利用しない土地がふえる一方

である。

この傾向を促進したのは、 1960年代の経済発達

計画によって農村の労働力と資本が急速に工業都

市に移って、農村は過疎化し、荒廃した農地や森

林地が、商取引の村象になったことである。だが

土地取引の場ではいつも売手商場が支配的であっ

た。というのは、土地の売物が思ったより少いの

に対して、大インフレ下においてほかに魅力的な

投資対象を知らない投資家たちが、不動産市場に

殺致したからである。

政府の1965年の立法措置は、主として農林業の

合理化が目的で、農民のための土地確保に対する

配慮が不十分であった。

この反動として今スウェーデンでは、土地は住

んで利用するものの手への声が一段と高まれこ

れが土地取得法の改正を促す推進力になった。

以上のいきさつを紹介するために、保守党の機

関紙1978年第7号に掲載された農業労働組合弁護

士ピルイエ1レ・ρ サクソン氏の論文に、 SOU1966

:1， SOU 1970:71， SOU 1975:89の資料を加え

て以下に解説する。

| スウェーデンの国土の面積
何故改正か必要か|

は日本の1.19倍、人口密度

は僅かに 5.6%、このように人口に比べて土地の

広いスウェーデンでも、土地取得が大きな問題に

なっている。

スウェーデン政府は目下土地取得法の改正を準

備中である。今年の秋の国会には、恐らく政府の

改正案が提出され、国会としても、これに対する

態度決定を迫られることになるであろう。

現行の土地取得法は、激烈な政争の裡に196θ年

国会によって採決されたが施行後わずかに数年を

経過したにすぎないのに農業者側からの苦情がた

顧問小野寺 信
Makoto Onodera 

えず、速かに改正せよとの要求さえ出ている。

土地取得法調査会は、すでに1974年、現行法の

改正に関して勧告案を提出している。この勧告案

の基礎になっている土地所有概念は、在来のもの

と全く見方を異にするものである。

調査会は今までのゆきがかりを離れて、全く新

しい立場に立って、本質的な諸要素を分析して、

論議に論議を重ねて取りまとめたのがこの勧告案

である。今問題になっているのは、利害関係が複

雑なので、国会の全員一致の可決をとり得るかど

うかという点だけである。

I~H JiË ~1 現行法にどういう欠陥がある
農村荒廃

か、また勧告に比べてどう違う

か、理解するには、 1965年末から翌66年の初めに

かけて行われた現行法をめぐる議論をふりかえっ

て見ることが必要である。

1960年代は、スウェーデンにとって文字どおり

良き時代であった。時のエーランデノレ政府は、経

済界の有能な指導者の指導の下にスウェーデンは

世界の一流の工業国に仲間入りできると信じ込ん

でいた。そしての目的を達成するためには、農林

業の労働力と資本を、できるだけ多く発展してい

る工業経済に移すことが必要であると考え、これ

を実行するために政府は、あらゆる手段を講じ

た。こうしてスウェーデンの農業経済は急激に変

化し農村は過疎化し、農地は広範囲にわたって荒

廃した。

ここで特に注意を要するのは、急激な農地の荒

廃が、売買目的で土地を買いあさる新しいカテゴ

リイの買手を産む前提条件となったことである。

これに対して大林業経営者が土地を取得して植林

することが望まし姿であると考えられた。だがこ

れを実行に移すためには、会社事業制限法が直接

の障碍になった。そこで代案として考えられたの、

工業林業経営者に、植林をさせることであった。

なお、食料品の値下に努力する意味で、農業経

営者から原料品を購入している食料品企業にも、

純農業企業を経営さぜる可能性についても一つの

望ましい案として検討された。

3 



これ等はいづれも、善意から出たものであっ

た。だが1965年の法律の基礎になった前提条件に

は根本的な狂いがあった。すなわち、事実は青写

真どおり進もうとしなかったのである。

(1) 農地も森林も、売物が増加せず、むしろに

思ったよりもずっと少なかった。

(2) 耕地地棄の傾向は割合に早くとまった。工

業林業経営側は、植林用として土地を取得す

ることに関心を示さなかった。彼等の関心事

は、専ら貯木量の多い森林を購入することで

あった。

(3) 職業としての農業の意味は大きく変った。

(4) 過疎化の進行を抑えることのできる地方で

は、新たに立案した地方振興政策が、見直さ

れるようになった。

(5) 工業は今では、新しい労働者を求めるため

に、農村に呼びかけなくなった。

1965年前の旧法律の基本原則の出発点は、農村

に働く人たちに、土地と森林地を保障することで

あった。

土地取得法は現業農民にとって、農村に居住し

てその企業を発展させる武器であるべきだという

のが、農業労働組合 (LRF)の要求の出発点で

もあった。したがって、農業労働組合が1965年の

決定このかた、土地取得法の改正のために熱心に

努力をつづけたのは当然のことである。

| |1960年代の半ば以来、土地
土地所有者の変化 l

l所有者側にとって、特に注

目に値する事態が起った。それは、政治的観点か

ら土地取得を統制するのが立法の任務であるとい

う一種の理念である。その理由を次の 4点に集約

することができる。

(1) 政府の農業および林業の合理化を支持する

政策に矛盾する土地取得は、これを阻止す

る。

(2) 政府の合理化の目的に完全に合致する農業

および林業企業の創設なうびに発展はこれを

保護する。

(3) 合理的に、農業および林業の原料生産物を

利用し得る企業に、取得の優先権を与える。

(4) その他については、何等取得を妨げるもの

ではない。

この4点については、誰にも異存がない筈だと

思った。ところが実際に適用して見ると、次から

次へと問題が続出した。この1965年の法律の適用
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によって、購買力の強い個人や法人に土地取得の

途が大きくひらけ、 1970年に入ると土地取得競争

が、ますます目立って来た。特にインフレーショ

ンの進行と税制の政正は、農地および森林地購入

に対する関心をあおりたてた観があった。いろい

ろ行われた調査は、いづれもこういう事実があっ

たことを証明している。中部スウェーデンで最も

よい農業州では、農地の地価水準が、 1974年から

1976年までの聞に、 50%上った。(同じ期間中に

消費物価指数の方は、 21%上ったのにすぎない〉

いろいろな調査の結果も、森林地の地価が暴騰し

ていることを、一斉に報告している。なかには土

地から挙がる正常な収益から見ると、成り立ち得

ない法外な価格もあったという。

またこれと同時に、土地の取引物件数は益々減

少し、換言すれは、売手市場の様相が明かに現わ

れていたのである。土地取得法による取得審査の

対象になるのは、親族間以外において行われる所

有移転だけである。これが、混乱のもとであった

と見ることもできる。

親と子の問、姉妹とその子の聞に行われる土地

所有の移転は無審査で、現に最近数年間、親族取

得は急速に増加の傾向を示している。こうして、

多くの土地は、そこに居住しないものまたは利用

しない人の手に移っている。今日では所有者のか

わる土地のうち取得審査にかかるのは、僅かに25

%にすぎない。また同時に賃貸契約される耕地は

増加し、すでに全耕地の40%に達している。

I jfJi ~ l'~*~$1 以上述べたよう経緯から、土地新しい法律 l
l取得法の改正を要求する声が、

ますます高くなったのは当然のことである。なお

最近の物価騰貴がスウェーデン経済に重大な影響

を及ぼしていることも見逃すことができない。す

なわち農地の地価騰貴は、明かに食用品の値上り

をもたらす結果になった。恐らくこれは、前農林

相スウァンテ・ノレンドクウイスト氏が1974年夏土

地取得関係調査会を組織した動機は、ここにあっ

たのであろう。

現農林相アンテノレシュ・ダーノレグレン氏は就任

後直ちに、調査会に親族所得を再検討するよう

に、補足訓令を与えている。調査会の新勧告書は

1978年の初め提出され、目下関係当局の手で検討

中である。

農業および林業の合理化に対して有効に協力す

るのが、新しい法律の第ーの目的である。新法の



• 

内容には、新味のあるものが沢山ある。そのうち

でも最も注目すべきは次の諸点である。

(1) 家族経営農業の立場は強化される。個々の

合理化企業の合併は、困難になる。現行法の

下では、この種の制限は存在しない。

(2) 投機的性質を帯びる取得は、困難になる。

買手の種類に拘らず、土地の収益との関係が

正常と見ることのできないオーバープライス

による取得は不許可になる。

(3) 工業の林業経営の優先扱は、廃止される。

しかし、現役農業者および林業者の経営上必

要としない土地は取得することができる。

(4) 国土庁および教会の土地取得もまた、新法

によって審理される。これは今行われていな

U、。

(5) 建設計画に入らない自治体の土地取得も、

厳重な規則によって審査される。

姉妹およびその子の聞の取得は、審査の対

照になる。

現行法には、この規定がない。

(6) 農業委員会は、居住および使用の義務を、

取得の条件として課することができる。

これらの改正のうちのあるものは、必ず国会の

場で波i関を呼び起すに違いない。しかし、自治体

側が何等かの留保条件を持ち出すようなことは考

えられない。何れにしても最も問題になるのは、

新しい親族取得規正条項であろう。現に調査会の

穏健党代表グンナーノレ・ヨハンソン氏は、姉妹と

姉妹の子の取得権制限に対して賛否を保留してい

る。

調査会もこの問題については、極めて慎重な態

度をとった。というのは、伝統的な権利の変更に

は機微な感情を伴うことが、よく読めるからだ。

だが、土地を活用しない所有主の手に渡る土地

がますます多くなって来ていることは事実であっ

て、何等かの処置を講ずることを必要とするが、

ここにも問題がある。なお、これについて調査会

は次のような見解を発表している。

もしも取得者の誰かが、取得した土地に住みあ

るいはこれを使用する心算なら、隣接地を拡張す

るための取得行為も妨げられない。

いずれにしても新法が施行された後でも、取得

の目的が審査の主要項目であることには変りがな

し、。

取得法は現役農民の立場が強化されるような形態

を取るべきだという要求が、最近数年間にますま

す高まってきた。親族取得に伴うスペクレーショ

ンの発生と物価高騰の勢は、この種の要求の妥当

性を裏書きするものである。特に農業教育を受け

る青年の聞からも、土地取得を現役農民の立場か

ら審査せよと声が力強くわき上っている。これに

ついて。ノノレワェーの例を紹介して見ると、ノル

ウェーの土地法(Jordlov)は、土地に住みかっ

これを使用するもののみが、取得者の地位を獲得

するという趣旨の形態をとっている。

このように過激な変化は、恐らくスウェーデン

では定着しにくいであろう。もちろん調査会にお

いても、この問題は論議されたが勧告書はこの方

向をとらなかった。

しかし、新法が施行されてもつぎのような大問

題が、未解決のままで残るであろう。将来スウェ

ーデンの土地と森林の正当な持主になれるのは誰

であろうか。おそらくわれわれは、混合システム

を取ることになるというのが、解答であろう。し

かし、ますます多くの土地が、利用しないものに

よって所有され方向へ向う傾向は、ますます取得

審査を厳重ならしめ、とどのつまり全取得を審査

するところまで行きつくに相違あるまい。

土地立法は、多くの利害紛争と政治的爆発物を

内蔵している。大インフレーションが進行し、投

資方法が甚しく制限されているときには、建造物

の有無を問わず、耕地および森林地の売手が少い

のに、買手だけが多くなるのが常態である。もし

も政府が機能的な資本市場を創造するために新鮮

な手を打ち得るならば、土地取得法の施行が著し

く容易にはるだろう。

ここで一寸スウェーデンにおける農地の森林地

への転換の現況について触れて見ょう。

1960年代の初めの農地の面積は、約 365万へク

タ一、森林地の面積は約2，280万へクターであっ

たが、 1970年代にはそれぞれ265万へクターおよ

び3，235万へクターになっている。この数字を比

べて見ると、農地 100万へクター減、森林地70万

へクター増で、植林が十分進んでいないことを物

語っている。これは土地スペクレーシ河ンの対象

になる可能性を示していると考える。
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最近のスウェーデン経済・社会ニュース CS1 Pニュース〉

の他の計画でトレーニングを受けている人の数は
年なかぱの経済予測 124，000人であり、これと比較すると昨年8月は

スワェーデンの国民総生産は1978年には1.5% 94，000人であった。

強の増加となろう。これは主として予想よりも大
産業界の新規受注、 12%ふえる

きかった輸出の伸びによるものであり、一方では

国内需要は過去12カ月の聞に大幅な低下を示した 中央統計局の公表によれば、今年の 1~6月期

とスウェーデン産業連盟のエコノミストは年なか 中のスウェーデン産業界の新規受注高は量的にみ

ばの経済情勢レポートでのべている。 て前年同期比で12%上昇した。 6月末の時価によ

今年の上半期に10%の量的増加を示した輸出 る受注残は 1年前より 8%ふえ、輸出の比率は全

F '111 は、今年中この率で伸長をつづけ、一方、上半期 体の46%であった。

は15%の低下を示した輸入は若干向くものの、全 第2・四半期の新規受注を主たる分野別に区分

体では年率4.5%ほどの低下となろう。 してみると、前年同期比で、バノレフ。と製紙業界は

産業界全体の新規受注は上半期で11.5%ふえ、 14%、鉄鋼と非鉄金属部門で23%の増である。木

これには輸出分の25%上昇分も含まれている。一 材業界の受注は11%ふえ、繊維と衣料は%3のび

方、船積みは同水準にあって、実際上の生産は た。

1977年と比較して若干低下している。一年を通し 最大の産業部門である機械業界は、新規受注が

てみると、工業生産はゼロ成長を記録しそうであ 15%ふえている。

る。 今年の上半期に於ける引渡高は 1年前とほとん

1977年の 6月末、大幅な低下を続けた国内需要 ど変化ない水準にあり、一方生産の方は 3%の低

が今後の12カ月に上昇することはほぼ間違いない 下を示した。

】S 11 とエコノミスト達はのべている。この推定は二つ

の要因を基にしている。その一つは在庫が低下し 日本及びアメリカへの転出増加

l- 11 ておりこれを再び増やす必要のある事であり、他 中央統計局の公表する所によれば、今年の 1~

は家計の自由裁量所得がふえるにつれて個人消費 5月期のスウェーデンの輸出は、時価でみて前年

がふえることである。今年の上半期にかけて極め 同期比で17%上昇した。平均より大きな伸長を示

て低調であった投資活動は上昇の気配を示してい したのは日本への輸出(59%)、アメリカ (39%)、

るが、一年を通してみると全体の総投資は1977年 オランダ (30%)、イタリイ (28%)、スイス (27

のそれを 2.5%ほど下廻ることになろう。 %)、西独 (22%)、ノルウェー (21%)であっ

1979年についてはGNPの成長 3.3%と予測さ た。

れている。輸出は 6.5%上昇し、輸入は 8%ふ この期間中、事実上は不変であった全体の輸入

え、工業生産の伸びは 5~6%に達しよう。個人 は、スイス、オペック諸国、英国、フランス、ソ

消買は1.5%、公共消費は 2.5%、総投資は1.5% 連、フィンランド、デンマーク、米固などの国か

ふえて、圏内需要は1.8%ふえ、総需要は4.3%ふ らのものの伸びが目立った。

える事になろう。 西独はスワェーデンの輸入の約5分の 1、輸出
nt の10分の 1強をしめて、いぜんスウェーデン最大
ps 失業率 2.7%に達す

の輸出入相手国となっている。
ns 

公式の統計によれば、 8月の正式の失業者数は

労働力全体の2.7%に達した。失業者数は113，000 官僚機構の分散化すすむ

人で、これは1972年以来の最高値である。昨年8 このほど政府から任命されて官僚機構について

月は97，000人であった。労働市場での訓練及びそ の研究を行っていた特別委員会は、スウェーデン

7 



官僚組織を中央主権主義から地方分権へと移行し

て、意志決定を分散する行動計画を提案した。こ

のと人民に近い意志決定ミと題するレポートはこ

のほど地方自治相に提出された。

この報告書では、これまでの社会変革は次第に

権力が集中してゆくことに特色があるとのべて

いる。技術、経済及び社会上の発展によって民衆

の貢献度は一段と必要になってきている。この結

果、官僚組織は一段と複雑になった。

こうした傾向には対抗手段が必要である。民主

社会では、人民がいろいろな各種の活動に対して

影響力をもつのは当然である。規則の単純化、決

定のフォーム及び機構といったものは必要ではあ

るが、決定権は分散されて地方及び地域社会レベ

ルにまでおろされ、選出された代表者はこうした

再版 の お知 り せ

至誠堂新書 58

発展に対しての影響力を発揮する責任がふえてゆ

くべきであろう。社会における仕事と機構のもつ

ヒエラルキイ上の原則は調子を下げてゆく必要が

ある。

さらにこのレポートは、中央政府は実際上の計

画として、どの権限を地方及び地域団体・機関に

移転できるかを明確にすることをすすめている。

この行動計画のわく内で、行政の分権化について

とられたイニシアチプとその成果につU、ての年次

報告を国会に提出することとなろう。

さらにこのレポードは、労働市場政策、環境保

護、地域政策、健康問題、住宅政策、道路保全と

いった分野での具体的な方策を提案している。こ

の委員会は1975年に任命され、これまでに約10種

のレポートを提出している。

福祉とは何をすることか
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